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原著

ドーピング対象となる日本のOTC薬の特徴に
関する調査：OTC 薬に対するアンチ・ドーピ
ング活動の提案
今西孝至 *，竹内太紀，楠本正明，髙山　明
京都薬科大学　臨床薬学教育研究センター

2021年に東京オリンピックが開催されることもあって日本のアンチ・ドーピング活動が注目されてお
り，ドーピングに該当するOTC薬の特徴を把握することは有用である．そこで，現在日本で販売されてお
りドーピングの危険性があるOTC薬の特徴を把握するために禁止物質を含むOTC薬の割合とその分類を調
査し，得られた知見から今後のアンチ・ドーピング活動について考察した．その結果，日本で販売されて
いるOTC薬10,860品目のうち禁止薬物含有OTC薬は1,511品目（13.9%）であった．さらに1,511品目のうち
1,484品目（98.2%）が指定第2類一般用医薬品であった．また薬効分類別では，かぜ薬（内用）が最も多
く，どの薬効分類においても指定第2類一般用医薬品が最も多かった．以上より，ドーピングの危険性があ
る日本のOTC薬の特徴はかぜ薬（内用）などの指定第2類一般用医薬品であり，これらのOTC薬を販売する
機会が多い登録販売者に対するアンチ・ドーピング教育も薬剤師の重要な役割になりうると考える．

キーワード：アンチ・ドーピング，OTC薬，指定第 2類一般用医薬品，登録販売者，薬剤師
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【諸言】

ドーピングはフェアプレー精神に代表される
スポーツ固有の価値を崩壊させるのみならず競
技者の身体に悪影響を与えるため，世界アンチ・
ドーピング機構（World Anti-Doping Agency; 

WADA）は，ドーピングを防止するために世界
アンチ・ドーピング規程（WADA-Code）を策
定し，現在ではドーピングに関する世界統一規

則として各競技大会で遵守されている．
日本では日本アンチ・ドーピング機構（Japan 

Anti-Doping Agency; JADA）がWADAと協力し
て，日本におけるドーピング防止事業に取り組
んでおり，2009年度より日本薬剤師会の協力
を得て，ドーピング防止やアンチ・ドーピング
啓発活動および教育活動を推進できる認定薬剤
師として「公認スポーツファーマシスト認定制
度」を発足させた1)．また，2020年のオリンピッ
ク・パラリンピック開催地誘致において，東京
にオリンピック・パラリンピック開催を引き寄
せた要因の一つに「アンチ・ドーピング」があっ
た2)．その際に，国際オリンピック委員会は日
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ら OTC薬を購入する際に，誤って WADA-

Code禁止物質を含有する OTC薬を自ら選択し
服用してしまうと “ うっかりドーピング ” にな
る危険性がある．
そこで今回，医薬品のうち競技者が独自で入
手可能である OTC薬（要指導医薬品，第 1類
一般用医薬品，指定第 2類一般用医薬品，第 2

類一般用医薬品，第 3類一般用医薬品の 5種類）
に対する薬剤師のアンチ・ドーピング活動を探
求する目的で，現在日本で販売されておりドー
ピング違反になる危険性がある OTC薬の特徴
について調査し，得られた知見から今後の薬剤
師のアンチ・ドーピング活動に対して考察した．

【方法】

国内で販売されている OTC薬の中から 2018

年世界アンチ・ドーピング規程禁止表国際基準
（以下，2018年WADA-Code禁止表国際基準）
収載の禁止物質を含有する OTC薬（以下，禁
止物質含有 OTC薬）を探索するために，2018

年 1月 23日時点での独立行政法人医薬品医療
機 器 総 合 機 構（Pharmaceuticals and Medical 

Devices Agency; PMDA）の添付文書等検索機能
の一つである『一般用医薬品・要指導医薬品情
報検索』を用いて抽出した．

1．�禁止物質含有 OTC 薬（要指導・第 1 類・
指定第 2類・第 2類・第 3類）の抽出

2018年WADA-Code禁止表国際基準収載の
禁止物質について『一般用医薬品・要指導医薬
品情報検索』の「成分名」の項目に個々の禁止
物質名を 1つずつ入力して検索を行い，禁止物
質含有 OTC薬の抽出を行った．なお，今回は
2018年WADA-Code禁止表国際基準収載の禁
止物質を対象としたため漢方製剤は除外した．

本に対して 2020年の東京オリンピック・パラ
リンピックの開催を見据えた法整備を求めたこ
とから，政府は文部科学省およびスポーツ庁を
中心に「スポーツにおけるドーピングの防止活
動の推進に関する法律」（オリパラ関連四法の
中の 1つ）を作成し，2018年 10月 1日から施
行されている3)．この法律の第 14条第 2項に「国
は，ドーピング防止活動に資するよう，医師，
歯科医師，薬剤師その他の医療従事者に対する
情報の提供，研修の機会の確保その他の必要な
施策を講ずるものとする」と記載されており，
薬剤師もドーピング防止活動に資する職業とし
て明文化されている．
我々は先行研究において，2007年から 2014

年までの JADAが公開していたドーピング防止
規律パネル決定報告を基にして日本における
ドーピングの現状を調査したところ，医薬品に
よるドーピング陽性者が約 54%を占めており，
そのうち，医師の処方薬によるケースはWADA-

Codeの S5（利尿薬および隠蔽薬）や S3（ベー
タ 2作用薬）が多く，一方で，医師の処方薬に
よらないケース（例えば，OTC薬など）は S6 

（興奮薬）が多かったことを明らかにしている4)．
特に OTC薬はセルフメディケーションの一環
として消費者自らが選択して購入するケースが
多く，競技者も例外ではない．そのため，S6 

（興奮薬）に該当するメチルエフェドリンなど
は総合感冒薬として販売されている OTC薬の
多くに含まれているため注意が必要である．
日本で販売されている OTC薬は，要指導医

薬品をはじめ第 1類一般用医薬品，指定第 2類
一般用医薬品，第 2類一般用医薬品，第 3類一
般用医薬品の 5種類にリスク分類されている
が，特に指定第 2類一般用医薬品，第 2類一般
用医薬品，第 3類一般用医薬品の 3種類の
OTC薬の購入については薬剤師や登録販売者
の介入がなくても消費者が自ら手に取って購入
することが可能である．そのため，競技者が自
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イドエフェドリン（S6：興奮薬）で 116品目
（7.7%），ヒドロコルチゾン（S9：糖質コルチコ
イド）で 96品目（6.4%），デキサメタゾン（S9：
糖質コルチコイド）で 72品目（4.8%）であった．
しかしながら，S1（蛋白同化薬）や S6（興奮薬），
S9（糖質コルチコイド）以外の禁止物質カテゴ
リ（S2：ペプチド関連物質，S3：ベータ 2作用
薬，S4：ホルモン調節薬および代謝調節薬，
S5：利尿薬および隠蔽薬，S7：麻薬，S8：カン
ナビノイド）を含有する OTC薬は該当しなかっ
た．また，禁止物質含有 OTC薬 1,511品目の
うち，1,484品目（98.2%）が指定第 2類一般用
医薬品であった．

2．�禁止物質含有 OTC 薬の薬効分類ごとの禁
止物質別の特徴

禁止物質含有 OTC薬 1,511品目について薬
効分類ごとの禁止物質の特徴を調査した（図 1）．
かぜ薬（内用）が 682品目で最も多く，次いで
鎮痛・鎮痒・収れん・消炎薬（ハップ剤を含む）
が 288品目，鎮咳去痰薬が 253品目，鼻炎用内
服薬が 131品目，外用痔疾用薬が 109品目と続
いた．表 1で示した禁止物質含有 OTC薬で最
も品目数が多かったメチルエフェドリン（S6：
興奮薬）は，かぜ薬（内用）682品目中 677品
目（99.3%）に，鎮咳去痰薬は 253品目すべて
に含有していた．また次に多かったプレドニゾ
ロン（S9：糖質コルチコイド）は，鎮痛・鎮痒・
収れん・消炎薬（ハップ剤を含む）288品目中
173品目（60.1%）に，外用痔疾用薬 109品目
中 44品目（40.4%）に，その他の外皮用薬は 5

品目すべてに含有していた．

3．�禁止物質含有 OTC 薬における薬効分類ご
とのリスク区分別の特徴

禁止物質含有 OTC薬が存在した薬効分類ご
との全 OTC薬のうち，禁止物質含有 OTC薬数
の割合およびそのリスク区分ごとの割合につい

2．�禁止物質含有 OTC 薬の薬効分類およびリ
スク区分の調査

個々の禁止物質を含有する禁止物質含有
OTC薬について『一般用医薬品・要指導医薬
品情報検索』の「薬効分類（医薬品の種類）」
および「リスク区分」のツールを使用して，薬
効分類（かぜ薬（内用），解熱鎮痛剤，制酸薬，
など）およびリスク区分（要指導医薬品，第 1

類一般用医薬品，第「2」類一般用医薬品，第
2類一般用医薬品，第 3類一般用医薬品）をそ
れぞれ指定して検索を行い，薬効分類およびリ
スク区分の観点からみたドーピング違反になる
危険性がある OTC薬の特徴を調査した．

3．統計学的解析

集計等の統計学的解析には Microso� ExcelⓇ

2013を用いた．

【結果】

2018年 1月 23日時点において PMDAのWeb

サイトで検索可能な OTC薬は全部で 10,860品
目であった．そのうち禁止物質含有 OTC薬は
1,511品目存在しており，PMDAで検索可能な
OTC薬の 13.9%がドーピング違反になる危険
性がある OTC薬であった．そのため，これ以
降は抽出された禁止物質含有 OTC薬 1,511品
目を対象に調査を行った．

1．�禁止物質含有 OTC 薬における禁止物質ご
とのリスク区分別の特徴

禁止物質含有 OTC薬 1,511品目を禁止物質
ごとにリスク区分別に調査した（表 1）．メチ
ルエフェドリン（S6：興奮薬）が禁止物質含有
OTC薬で最も多く 970品目（64.2%）であった．
次いで多かった禁止物質がプレドニゾロン（S9：
糖質コルチコイド）で 225品目（14.9%），プソ
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表 1　日本で販売されている禁止物質含有 OTC薬における禁止物質ごとのリスク区分別特徴

禁止物質 禁止物質含有
OTC薬の品目数

禁止物質含有 OTC薬のリスク区分別品目数
要指導 第 1類 指定第 2類 第 2類 第 3類

S1：蛋白同化薬
メチルテストステロン 9 0 9（100%） 0 0 0

テストステロン 4 0 4（100%） 0 0 0

S6：興奮薬
メチルエフェドリン 970 0 3（0.3%） 959（98.9%） 8（0.8%） 0

プソイドエフェドリン 116 0 0 116（100%） 0 0

エフェドリン 4 0 2（50%） 2（50%） 0 0

ストリキニーネ 1 1（100%） 0 0 0 0

S9：糖質コルチコイド
プレドニゾロン 225 0 0 225（100%） 0 0

ヒドロコルチゾン 96 0 0 96（100%） 0 0

デキサメタゾン 72 0 0 72（100%） 0 0

コルチゾン 12 0 0 12（100%） 0 0

トリアムシノロン 12 0 0 12（100%） 0 0

ベタメタゾン 2 0 0 2（100%） 0 0

図 1　日本で販売されている禁止物質含有 OTC薬の薬効分類別品目数
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痰薬で全 382品目中 253品目（66.2%），口内炎
用薬で全 20品目中 13品目（65%），鼻炎用内
服薬で全 215品目中 131品目（60.9%），の順で
高かった．またリスク区分ごとの割合でみた場

て調査した（表 2）．禁止物質含有 OTC薬数の
割合でみた場合，外用痔疾用薬が全 124品目中
109品目（87.9%）と最も高く，次いでかぜ薬（内
用）で全 856品目中 682品目（79.7%），鎮咳去

表 2　日本で販売されている禁止物質含有 OTC薬における薬効分類ごとのリスク区分別特徴

薬効分類（全品目数） 禁止物質含有 OTC薬の
品目数（#：割合）

禁止物質含有 OTC薬のリスク区分別内訳（†：割合）
要指導 第 1類 指定第 2類 第 2類 第 3類

かぜ薬（内用）
（856） 682（79.7%） 0 0 682（100%） 0 0

鎮痛・鎮痒・収れん・
消炎薬（パップ剤を
含む）
（1377）

288（20.9%） 0 0 286（99.3%） 2（0.7%） 0

鎮咳去痰薬
（382） 253（66.2%） 0 3（1.2%） 249（98.4%） 1（0.4%） 0

鼻炎用内服薬
（215） 131（60.9%） 0 0 131（100%） 0 0

外用痔疾用薬
（124） 109（87.9%） 0 0 107（98.2%） 2（1.8%） 0

口内炎用薬
（20） 13（65%） 0 0 13（100%） 0 0

その他の泌尿生殖器
及び肛門用薬
（35）

11（31.4%） 1（9.1%） 10（90.9%） 0 0 0

化膿性疾患用薬
（66） 6（9.1%） 0 0 6（100%） 0 0

その他の外皮用薬
（63） 5（7.9%） 0 0 5（100%） 0 0

殺菌消毒薬（特殊絆
創膏を含む）
（265）

4（1.5%） 0 0 4（100%） 0 0

抗ヒスタミン薬主薬
製剤
（19）

3（15.8%） 0 0 3（100%） 0 0

毛髪用薬（発毛，養毛，
ふけ，かゆみ止め用
薬等）
（23）

3（13.0%） 0 2（66.7%） 1（33.3%） 0 0

その他の滋養強壮保
健薬
（27）

1（3.7%） 0 1（100%） 0 0 0

鼻炎用点鼻薬
（79） 1（1.3%） 0 0 1（100%） 0 0

一般点眼薬
（344） 1（0.3%） 0 0 0 1（100%） 0

#：%は薬効分類内の全 OTC薬中の禁止物質含有 OTC薬の割合．
†：%は薬効分類内の禁止物質含有 OTC薬中のリスク区分別禁止物質含有 OTC薬の割合．
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WADA-Code禁止表国際基準収載の禁止物質を
含有する OTC薬で調査を行ったため漢方製剤
については除外対象とした．その理由は，漢方
製剤は 2種類以上の生薬を決められた分量で組
み合わせて製剤化された医薬品であり，さらに
生薬中に含まれる成分は化学薬品とは異なり
様々な成分が同時に複数存在し，その含有量の
把握も難しい．そのため，今回の調査方法では
漢方製剤を対象に調査することが困難であっ
た．しかし，丁子や南天などにはヒゲナミン 

（S3：ベータ 2作用薬），麻黄や半夏にはメチル
エフェドリン（S6：興奮薬），ホミカにはスト
リキニーネ（S6：興奮薬），海狗腎や麝香など
には蛋白同化作用を示す成分（S1：蛋白同化薬）
が含有している5)．また，OTC薬には漢方製剤
が 2,155品目もあり，そのうち 2,131品目（98.9%）
が第 2類一般用医薬品であることから，漢方製
剤を含めるとさらにドーピング違反になる危険
性がある OTC薬数が増えることになる．その
ため，漢方製剤については今回とは異なった方
法でさらに詳細に調査を行っていく必要があ
る．2点目はWADA-Code禁止表国際基準に収
載されていない禁止物質についてである．
WADA-Code禁止表国際基準には一部の禁止物
質分類に対して「以下の物質が禁止されている
が，これらに限定するものではない」との記載
がある．つまり，WADA-Code禁止表国際基準
未収載の物質でも類似の化学構造または類似の
薬理効果を有するものは禁止される．例えば，
トリメトキノール（S3：ベータ 2作用薬），メ
トキシフェナミン（S3：ベータ 2作用薬）がこ
れに該当する5)．このような薬物を含有してい
る OTC薬（例えば，鎮咳去痰薬）も販売され
ていることから，漢方製剤と同様に注意する必
要がある．
今回の調査結果を踏まえて，OTC薬に対す
る今後の薬剤師によるアンチ・ドーピング活動
について考察した．これまでの薬剤師のアンチ・

合，ほとんどの薬効分類で禁止物質含有 OTC

薬数が多かったのは指定第 2類一般用医薬品で
あった（計 1,484品目；98.2%）．

【考察】

今回，医薬品のうち競技者が独自で入手可能
である OTC薬に対する薬剤師のアンチ・ドー
ピング活動を探求する目的で，日本で販売され
ておりドーピング違反になる危険性がある
OTC薬の特徴について調査した．

PMDAの『一般用医薬品・要指導医薬品情
報検索』で検索可能な OTC薬全 10,860品目中，
禁止物質含有 OTC薬が 1,511品目存在してい
たことから，現在日本で販売されている OTC

薬の約 14%がドーピング違反になる危険性が
ある OTC薬であることが明らかになった．さ
らに，表 1の結果から 1,511品目中 S6（興奮薬）
と S9（糖質コルチコイド）で 99.4%を占めて
おり，日本で販売されている OTC薬において
は，特に S6（興奮薬）と S9（糖質コルチコイド）
に注意が必要であることも明らかになった．S6

（興奮薬）のメチルエフェドリンについては，
OTC薬販売品目数が他の禁止物質と比較して
極めて多く，過去のメチルエフェドリンによる
違反事例も複数存在していることから4)，特に
注意が必要である．また，禁止物質含有 OTC

薬 1,511品目の薬効分類別の特徴として，図 1

および表 2から指定第 2類一般用医薬品の「か
ぜ薬（内用）」，「鎮咳去痰薬」，「鼻炎用内服薬」，
「外用痔疾用薬」であることが明らかになり，
特にこれらの OTC薬の販売においてはアンチ・
ドーピングを念頭に置いた OTC薬の販売が要
求されると考える．
一方，今回の調査研究においては，主に 2点
の研究限界を考えておく必要がある．1点目は
漢方製剤である．今回の調査研究では 2018年
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ドーピング活動は，競技者や監督・コーチ，ス
ポーツ関係者などに対して禁止物質に関する問
い合わせ対応やアンチ・ドーピング教育を行う
といったことが主な活動内容である6–8)．今回
の調査研究により，日本で販売されておりドー
ピング違反になる危険性がある OTC薬の特徴
として，指定第 2類一般用医薬品の「かぜ薬 

（内用）」，「鎮咳去痰薬」，「鼻炎用内服薬」，「外
用痔疾用薬」であることが明らかになったが，
ここで注目すべきところは “指定第 2類一般用
医薬品 ” という点である．要指導医薬品や第 1

類一般用医薬品については販売時に薬剤師の介
入が必要不可欠であるが，指定第 2類一般用医
薬品や第 2類一般用医薬品，第 3類一般用医薬
品は薬剤師以外に登録販売者でも販売は可能で
ある．つまり，ドーピング違反になる危険性が
ある指定第 2類一般用医薬品を登録販売者が販
売することができ，薬剤師よりも関わるケース
が多いと思われる．薬剤師には公認スポーツ
ファーマシストという認定薬剤師制度があり，
一般の薬剤師に対しては各薬剤師会主催の公認
スポーツファーマシストによる伝達講習会など
でアンチ・ドーピング教育が行われている．し
かしながら，登録販売者では薬剤師における公
認スポーツファーマシスト制度のようなものは
存在しないため，登録販売者に対するアンチ・
ドーピング教育があまり行われていない可能性
が考えられる．そのため，今後は登録販売者の
ドーピングに対する意識調査やアンチ・ドーピ
ング教育に対するニーズ・要望などについて登
録販売者を対象にフィールド調査を行っていく
必要があると考える．
最後に，今回の調査結果は公認スポーツ
ファーマシストや薬剤師によるアンチ・ドーピ
ング活動だけでは有効なアンチ・ドーピング活
動に繋がらない可能性を示唆している．そのた
め，これまでのアンチ・ドーピング活動のよう
に競技者や監督・コーチ，スポーツ関係者など

へのアンチ・ドーピング教育だけではなく，
OTC薬を販売できる登録販売者に対してもア
ンチ・ドーピング教育を行っていくことが OTC

薬による “うっかりドーピング ”を防止するた
めの重要な薬剤師の役割になりうると考える．
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